
 

- 1 - 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により知事等関係機関から監査の結果に基づいて措置

を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の内容を次のとおり公表する。 

 

令和６年１月 26日 

 

                        岐阜県監査委員  布 俣 正 也 

                        岐阜県監査委員  広 瀬   修 

                        岐阜県監査委員  鈴 木 祥 一 

                        岐阜県監査委員  南   圭 一 

                        岐阜県監査委員  安 田 典 子 
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Ⅰ 令和５年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 令和５年度 

（単位：件） 

区分 

監査結果 措置済 今回措置を 

講じたもの ※ 

未措置 

A B C A-B-C 

指摘事項 64 20 16   28 

指導事項 117 60 24 33  

検討事項 0 0 0 0 

計 181  80 40  61 

 

※「今回措置を講じたもの」については、令和６年１月４日及び同月11日に知事等関係機関から通知が

あったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり 

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

指導事項：是正又は改善を求める事項 

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対

し是正若しくは改善を求める事項 

 

 

Ⅱ 定期監査の結果に基づき講じた措置     

 

１ 令和５年度 

（１） 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

総務部 

機関名 監査結果 講じた措置 

飛驒県税事務

所 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料11,000円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

当該職員に対して、所属長より交通

法規の遵守、再発防止について指導

し、一層の注意喚起を促した。  

また所属職員に対して、毎月２回開

催している所内会議、職場研修等の各

種機会を通して、交通法規の遵守、交

通事故の防止について周知徹底を図っ

た。 

 今後も所内会議等において継続的に

注意喚起を行い、交通事故防止の徹底

を図る。 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

生活衛生課 第一種動物取扱業の登録に関する事 本事案は、当課と保健所の法令解釈
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務において、生活衛生課が申請者に対

し、登録の必要がない営業に関し保健

所に確認することなく登録が必要であ

る旨の説明を行ったため、同申請者が

営業地区管轄の保健所において登録の

申請を行い、当該保健所が申請を受理

した件について、損害賠償金（登録申

請手数料相当分）15,000円が申請者に

支払われていたので、今後は適正な事

務処理を徹底されたい。 

の違いにより発生したものであり、こ

れを機に主務課の責任において各保健

所の運用状況を把握した上で立法趣旨

を正しく理解し、回答を行うよう課内

にて再確認した。 

また、各保健所に対し、動物取扱業

登録業務の適正な執行について通知

し、再発防止を図った。 

今後も各保健所の運営状況を定期的

に把握するとともに、当課と保健所間

の情報共有を徹底し、誤った事務処理

を防止する。 
   

商工労働部 

機関名 監査結果 講じた措置 

商工・エネル

ギー政策課 

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡

大防止協力金（第４弾）の支給決定取

消しに係る加算金の収入事務におい

て、加算金は返還命令に係る協力金の

受領の日（令和３年７月５日）から返

還の日（令和４年３月24日）までの日

数で計算することとなっているとこ

ろ、減免手続を行った証跡を残さない

まま、返還命令に係る協力金の受領の

日（令和３年７月５日）から納期限

（令和４年１月13日）までの日数で計

算されていたので、速やかに措置する

とともに、今後は適正に処理された

い。 

指摘のあった事案については、加算

金・延滞金の計算期間（令和４年１月

14日から令和４年３月24日）が重複

し、過度な遅延損害金の徴収となるこ

とから、加算金・延滞金の一部を減免

として取り扱って調定したにも関わら

ず、減免手続として、意思決定された

確たる証拠書類が残っていなかった点

に問題がある。 

 よって、令和５年11月20日、改めて

減免の意思決定を行い、証拠書類とし

て、当該事案の調定決議書兼収入金調

書と併せて保管をすることとした。 

 今後は、各種支援金・協力金におい

て、減免の取扱いをした際は、理由等

を詳細に記した確たる意思決定の証拠

書類を残すよう職員に指導していく。 

農政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜農林事務

所 

公務中の２件の交通事故について、

修繕料101,079円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

交通事故を起こした職員に対し、厳

重に注意をするとともに、余裕をもっ

た運転をすることや運転席からの死角

にも注意することを指導した。 

 また、毎月開催の所内会議において

交通安全研修を持ち回りで実施し、毎

週の課長会議においても繰り返し注意
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喚起を行うことで、交通安全・交通事

故防止に一層努めるよう職員の意識向

上を図った。 

 今後も継続的に注意喚起を行い、職

員の健康管理にも配慮しながら交通事

故防止を徹底する。 

郡上農林事務

所 

公務中の３件の交通事故について、

修繕料175,450円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

直ちに、所属長から当該職員に対

し、運転中の交通安全について最大限

の注意を払うよう指導した。  

また、所内課長会議や職場研修等を

通じて、交通事故防止に向けて職員の

交通安全意識の向上に努めた。 

公務中に車両を損傷させた１件の毀

損事故について、修繕料123,420円が支

払われていたので、職員の毀損事故防

止について一層の徹底を図られたい。 

直ちに、所属長から当該職員に対

し、運転中の交通安全について最大限

の注意を払うよう指導した。  

また、所内課長会議や職場研修等を

通じて、毀損事故防止に向けて職員の

交通安全意識の向上に努めた。 

林政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

森林研究所 公務中の１件の交通事故について、

損害賠償金として94,908円の費用負担

が発生していたので、職員の交通事故

防止について一層の徹底を図られた

い。 

事故発生後、当該職員及び所属職員

に対し、所属長から運転者の安全運転

と同乗者の安全運転補助の周知徹底を

図った。  

今後も所内会議、職場研修などの機

会を通じて注意喚起を行い、職員の交

通事故防止の徹底に努める。 

森林文化アカ

デミー 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料463,529円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

当該職員には、車両運転時の周辺確

認の徹底及び安全運転について、注

意・指導を行った。また、所属職員に

対しては教職員会議において交通ルー

ルの順守、安全確認の徹底について注

意徹底を図るとともに、定期的に交通

安全についてメール等により注意喚起

を実施している。 

都市建築部 

機関名 監査結果 講じた措置 

水道企業課 中津川浄水場No.３、４水処理機械設

備（汚泥搔寄機）更新工事において、

既存の沈殿池整流壁のうち可動プレー

指摘を受けた会計処理は、監査後、

会計相談を契約している公認会計士に

修正方法を確認した上で、指摘事項の
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ト部分を同等品に交換していたが、当

該経費について修繕費として整理すべ

きところ、建設改良費として整理さ

れ、これに基づき固定資産の除却及び

登録が行われていたので、速やかに措

置するとともに、今後は適正に処理さ

れたい。 

趣旨のとおり修正処理を行った。ま

た、今年度除却予定の固定資産につい

て、岐阜県営水道事業修繕費支弁基準

に基づき経費が区分されていることを

再度確認した。 

このような指摘に至った原因として

は、工事の内容を岐阜県営水道事業修

繕費支弁基準に基づき判断していなか

ったことや、例年、年度末の繁忙期に

固定資産の除却及び登録事務が発生す

るため、チェック機能が十分に機能せ

ず、担当の判断の誤りが発見されない

まま処理されたことが挙げられる。 

今後の対策としては、当課及び東部

広域水道事務所職員に対し、岐阜県営

水道事業修繕費支弁基準を改めて周知

し、当該基準に基づき経費を区分する

よう徹底した。また、固定資産の除却

及び登録事務に使用する様式のデータ

に、自動入力の数式を組み込むこと

で、繁忙期における事務負担を軽減

し、チェック体制の強化を図った。 

今後も、予算要求時、契約締結時、

納品又は工事完了後に、複数人により

確認するとともに、岐阜県営水道事業

修繕費支弁基準の不明瞭な箇所を明確

化して統一的な経費区分ができるよう

見直しを検討し、適正な会計処理に努

める。 
   

県事務所 

機関名 監査結果 講じた措置 

中濃県事務所 公務中の１件の交通事故について、

修繕料180,318円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

直ちに所属長から当該職員に対し、

運転中の事故防止について最大限の注

意を払うよう指導した。  

また、所内会議等を通じて、所内職

員に向け交通法規の遵守、交通事故防

止のための注意喚起を行った。 

今後も定期的に交通安全の注意喚起

や公金意識の向上のための啓発を行

い、交通事故発防止に努める。 
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可茂県事務所 生活保護法等の規定により県が支弁

した保護費等については生活扶助費等

国庫負担金の算定対象となっている。 

実績報告に基づいた当該国庫負担金

の精算において、納付指導等の適切な

債権管理を行った生活保護法第63条に

よる返還金及び同法第78条による徴収

金等に係る不納欠損額についても国庫

負担金の算定対象とされている。 

しかし、生活保護法に基づく返還金

等の債権に係る収入事務において、２

件543,307円については、納付指導等の

適切な債権管理を行うことなく、時効

の完成をもって不納欠損としており、

当該国庫負担金の算定対象外となって

いたので、今後は適正に処理された

い。 

本事案は、国通知に基づき適正に行

うべきところ、理解不足により、一部

の納付指導に漏れが生じたものであ

る。 

今回の指摘事項を踏まえ、関係職員

全員に対して再発防止の周知徹底を図

るとともに、例年２月に実施する一斉

催告の対象事案について、改めて債権

管理簿を総点検し、催告予定日までに

時効が到来するものがないことを確認

した。 

今後は、必ず年度当初に担当係長と

担当者で債権管理簿を厳格に確認する

とともに、年度内に時効到来があるも

のについては納付指導を前倒しするこ

とを徹底し、再発防止に努める。 

可茂総合庁舎エレベーター設備保守

点検業務に係る契約事務において、入

札の執行は、予算の執行行為に含ま

れ、年度開始前に入札を執行すること

はできないと解されているにもかかわ

らず、債務負担行為を設定することな

く、当該業務に係る入札が令和４年３

月８日に執行されていたので、今後は

適正に処理されたい。 

 

本事案は、本来、新年度予算が議決

され、予算の配当（令達）後に入札を

執行すべきところ、入札公告に予め注

意書きを付せば、議決・配当（令達）

前に入札を執行しても差し支えないと

誤認していたものである。 

今回の指摘事項について所内全職員

に対して周知するとともに、年度開始

前の入札等のあり方についても所内会

議で徹底を図った。 

今後は、担当者、会計員及び出納員

等の複数によるチェックを厳格に行

い、適正な事務処理による再発防止に

努める。 

飛驒県事務所 公務中の１件の交通事故について、

修繕料555,247円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

交通事故を起こした職員に対し、所

属長から安全運転に対する意識の徹底

と再発防止に努めるよう指導した。 

また、所内職員に対し、交通ルール

やマナーの遵守について伝達し、安全

運転への意識向上を図った。 

今後も、所内会議等のあらゆる機会

をとらえて注意喚起を行い、交通事故

や毀損事故の再発防止に努める。 
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教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜商業高等

学校 

教員用タブレットの修繕に係る支出

事務において、検査をしていないにも

かかわらず請求書を受理し修繕料が支

払われていたので、今後は適正に処理

されたい。 

今回の事案は、契約の相手方から実

際の納品の日付を記載した納品書が提

出されなかったため、修繕実施前に誤

った日付で提出されていた納品書の余

白に、検査担当者が実際にタブレット

修繕を検査した日ではなく、前述納品

書と同一の日付を検査日として記載し

ていたものである。 

これは、担当者の認識不足に加え、

懸案事項が早期から情報共有化され

ず、組織としてのチェック機能が働か

なかったことが要因であり、次の措置

を講じることで再発防止を徹底した。 

・会計事務担当職員に対し、岐阜県会

計規則等に基づいた適正な会計事務

を行うよう指導した。 

・契約の相手方が適正な契約上の義務

を履行した旨の届出書を提出しない

ことにより支払条件を具備せず事務

の遅滞が懸念される場合には、初期

の段階から担当者以外にも周知し、

出納員を含めた事務部全体の体制で

対応を検討する。 

坂下高等学校 教師用指導書の購入に係る契約事務

において、契約金額が50万円を超えて

いたにもかかわらず、契約相手先から

請書を提出させていなかったので、今

後は適正に処理されたい。 

今回の事案については、教科書の発

行に関する臨時措置法において定める

教科書の定価販売に対する認可及びそ

の影響を受ける教師用指導書の販売

が、岐阜県会計規則で定める法令によ

る価格の額の指定がある場合に該当す

ると誤認していたことが原因である。 

今回の指摘を受け、改めて会計員及

び出納員が岐阜県会計規則及び同取扱

要領の確認を行った。 

今後も引き続き、会計員及び出納員

の複数人によるチェック体制を徹底す

るとともに、法令解釈に疑義が生じた

場合は、積極的に出納管理課や法令所

管課に確認を行う等、再発防止に努め
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る。 
   

可茂特別支援

学校 

令和４年度新型コロナウイルス感染

症対策に係る岐阜県立可茂特別支援学

校通学用バス借上げ及び運行業務委託

（年間契約）に係る契約事務において、

年度開始前に契約が締結されていたの

で、今後は適正に処理されたい。 

本事案は、同時期に事務手続きを進

めていた類似の長期継続契約案件と混

同したものであり、事務室内の内部チ

ェックにおいて見落とされた結果、発

生したものである。 

指摘事項について、改めて会計職員

全員に周知と注意喚起を行い、今後は

担当者、会計員及び出納員の複数人に

よるチェックを徹底、再発防止に努め

る。 

 

（２） 監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

危機管理部 

機関名 監査結果 講じた措置 

消防学校 岐阜県消防学校教育環境改善ＬＥＤ

化工事に係る契約事務において、「県

発注の建設工事及び建設工事に係る測

量・設計等業務並びに森林整備業務の

入札及び契約の過程並びに契約の内容

等に係る情報の公表について」の通知

に基づく契約情報の公表が行われてい

なかったので、速やかに措置するとと

もに、今後は適正に処理されたい。  

令和４年度に随意契約にて実施した

工事契約案件１件について、契約情報

の公表を失念しており、定期監査後、

公表するとともに、「県発注の建設工

事及び建設工事に係る測量・設計等業

務並びに森林整備業務の入札及び契約

の過程並びに契約の内容等に係る情報

の公表について」の通知文書を改めて

関係職員に周知した。 

今後、公表対象となる工事等契約を

締結する場合は、関係職員間で情報共

有し、契約締結後は速やかに公表する

とともに、複数職員で公表済みである

ことを確認し、再発防止に努める。 

 

農政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

東濃農林事務

所 

公務中に車両を損傷させた１件の毀

損事故について、修繕料49,335円が支

払われていたので、職員の毀損事故防

止について一層の徹底を図られたい。 

公用車利用後、直ちに発見できなか

った毀損であったことから、全所員に

対し、乗車前後における車両点検の徹

底及び運転中の交通安全につき注意喚

起した。 

また、所内会議で交通事故防止に向

けての意識向上を図った。 
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林政部 

機関名 監査結果 講じた措置 

森林研究所 他所属の施設内において乾燥試験用

の製材品を作成中に、当該所属の全自

動送材車付帯鋸盤を損傷させた１件の

毀損事故について、修繕料281,820円が

支払われていたので、職員の毀損事故

防止について一層の徹底を図られた

い。 

当該職員に対して、機器の操作につ

いて十分注意するよう指導するととも

に、所内会議において、ヒヤリ・ハッ

ト事例として所属職員に共有し、注意

喚起を行った。  

今後も定期的に注意喚起を行い、毀

損事故の再発防止に努める。 

県土整備部 

機関名 監査結果 講じた措置 

道路建設課 「東海環状自動車道整備促進に関する

岐阜県・三重県合同提言活動」に係る

負担金の収入事務において、提言活動

に要した費用の確定後に行うべき調定

（１件29,975円）が遅延していたので、

今後は適正に処理されたい。 

 

 

「東海環状自動車道整備促進に関す

る岐阜県・三重県合同提言活動」に係

る負担金の収入事務について、収入の

原因となる提言活動に要した費用が確

定した日をもって調定決議及び納入通

知を行うよう職員に周知徹底した。 

今後は、係内及び事務担当者間にお

いて情報共有を図り、複数の職員での

チェックを行い、適正な事務処理に努

める。  

公共 防災・安全交付金事業（仮

称）新大矢田トンネル工事に係る契約

事務において、公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律（平成

12年法律第127号）等に規定する変更契

約に係る契約情報の公表が行われてい

なかったので、速やかに措置するとと

もに、今後は適正に処理されたい。 

変更契約に係る契約情報の公表が行

われていなかった案件については、速

やかに公表を行った。 

今後は、公表の対象となる工事を実

施する場合は、職員間で情報共有する

とともに、契約後は複数の職員で公表

済みであることを確認するよう、チェ

ック体制を強化することで再発防止に

努める。 

都市建築部 

機関名 監査結果 講じた措置 

水道企業課 新県庁舎移転に伴う物品の処分事務

において、不用決定の手続を行わない

まま物品が廃棄されていたので、今後

は適正に処理されたい。 

このような指導に至った原因として

は、物品処分等調書に必要書類を添付

することで、不用決定の手続を省略で

きると誤って認識していたことが挙げ

られる。 

監査後、会計員及び出納員が、物品

の適正な処分事務について、岐阜県会

計規則、同取扱要領及び物品処分フロ



- 10 - 

ー図により再度確認を行った。 

今後は、物品処分フロー図を決裁に

添付することで、複数人による確認を

行い、適正な事務処理に努める。 
   

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

羽島北高等学

校 

行政財産の目的外使用許可に係る音

楽室の使用料の収入事務において、収

入科目を（款）使用料及び手数料とす

べきところ（款）諸収入としていたの

で、今後は適正に処理されたい。 

行政財産の目的外使用許可事務処理

における留意事項を再確認し、事務室

内で収入事務手続きについて周知徹底

を図った。 

今後の会計処理においては、同様の

誤りが発生しないよう複数の職員でチ

ェックを徹底し、適正な事務処理に努

める。 

公務中にタブレットを損傷させた２

件の毀損事故について、修繕料75,460

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

事故発生後、職員会議において、全

職員に公有財産である職員用タブレッ

トの慎重な取扱いについて周知徹底し

た。 

今後も引き続き、職員会議等の場で

タブレットの適正な使用及び管理につ

いて注意喚起を行い、毀損事故の再発

防止に努める。 

岐阜商業高等

学校 

メディアホール空調設備更新工事に

係る支出事務において、契約締結日を

支出負担行為整理日とすべきところ、

契約締結前に見積合わせのため徴取し

た見積書の日付を支出負担行為整理日

としていたので、今後は適正に処理さ

れたい。 

指導事項について、岐阜県会計規則

第10条別表１（第10条に規定する支出

負担行為の整理区分表）により、支出

負担行為として整理する時期を事務職

員全員で再確認を行った。 

 今後は、支出負担行為整理日の確認

について、担当者、係長及び出納員な

ど複数人で行い、適正な会計処理に努

める。 
  

自動販売機設置に係る２件の賃貸借

の契約事務において、「岐阜県が行う

契約からの暴力団排除に関する措置要

綱」等に基づき、暴力団等から不当介

入を受けた場合の警察への通報義務を

特記仕様書等に記載していなかったの

で、速やかに措置するとともに、今後

は適正に処理されたい。 

予備監査後、指導のあった２件を含

め賃貸借期間中である４件の自動販売

機設置に係る賃貸借契約について、

「岐阜県が行う契約からの暴力団排除

に関する措置要綱」等に基づく契約解

除に関する条文及び暴力団から不当介

入を受けた場合の警察への通報に関す

る内容を追記し、変更契約を締結し

た。 
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今後は、契約締結時に契約内容を複

数で確認し、適正な事務処理に努め

る。 

公務中にタブレットを損傷させた１

件の毀損事故について、修繕料36,300

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

事案発生後、当該教諭に対し口頭で

注意し、職員会議においても、ＩＣＴ

機器の使用における厳守事項を説明

し、周知徹底を図った。 

また、本毀損事故発生（令和４年４

月21日）後、ただちに事故防止策とし

て、令和４年６月に職員用タブレット

用のハードカバーケースを購入し、再

発防止に努めている。 

今後も職員会議等の機会をとらえ、

タブレットを含めた物品の適正な使用

及び管理について注意喚起し、毀損事

故の再発防止に努める。 

岐阜農林高等

学校 

岐阜農林高等学校図書室内装木質化

改修工事に係る契約事務において、公

共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（平成12年法律第127号）

等に規定する変更契約に係る契約情報

の公表が行われていなかったので、速

やかに措置するとともに、今後は適正

に処理されたい。 

変更契約を行った際、電子入札シス

テムにおいて公表済みの契約情報を更

新するための操作を行うことを担当者

の認識不足により失念していたため、

変更契約に係る契約情報の公表が行わ

れていなかった。指導後、速やかに契

約情報の変更の公表を行った。 

今後は手引き等を熟読し、公表の対

象となる工事を実施する場合は職員間

で情報共有するとともに、契約後は複

数職員で公表済みを確認することで再

発防止に努める。 

羽島高等学校 現物実査実施要領に基づく令和４年

度の現物実査において、次の不適正な

事項が認められたので、今後は適正に

処理されたい。 

１ 現物実査の対象物品に係る供用主

任者と同一の者が実査担当者に指定

されていたものがあった。 

２ 現物実査担当者及び現場補助者に

指定された者が現物実査を行ってい

ないものがあった。 

担当者の認識不足により発生したた

め、今後は最新の現物実査実施要領で

定められている手順を使用することに

ついて、所属内職員で再確認及び徹底

を行った。今後の現物実査では、どの

職員が実査を行ったかを明確にすると

ともに、指定された者が適正か、また

指定された者が実際に現物実査を行っ

ているかについて２名体制で確認す

る。 

今後も継続して周知を行い、再発防

止に努める。 
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公務中にタブレットを損傷させた１

件の毀損事故について、修繕料37,730

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

当該事案は、職員の不注意によるも

のである。当該職員を含む所属内の全

職員に対し、職員朝会及び職員会議等

において、日常の利用方法等、タブレ

ットの取扱いについては細心の注意を

払うよう注意喚起を行うことで適正な

使用及び管理を周知徹底し、改めて毀

損事故防止の意識向上を図った。 

今後も継続して周知を行い、毀損事

故の再発防止に努める。 

関有知高等学

校 

公務中にタブレットを損傷させた１

件の毀損事故について、修繕料37,730

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

授業終了時に教卓にあったすべての

物を持ち上げた際に教材とタブレット

を落下させて破損した。 

本事案を踏まえ、令和４年度は、教

職員に対し、タブレットを慎重に持ち

運ぶよう注意喚起を行った。 

なお、タブレットを後ろに落とす危

険性があるので、落下防止のため、洗

濯ばさみを購入した。 

また、情報担当の教諭がパソコン、

タブレットについての取扱いのお願い

の文書を作成し、教職員に対し改めて

周知した。 

令和５年度においても、７月及び10

月に生徒・教員に対して改めて文書を

配布し、落下防止のための洗濯ばさみ

の利用など注意喚起を行った。 

さらに、監査結果の通知を受け、職

員の朝会においてタブレットの持ち運

びは慎重に行うよう注意喚起を行っ

た。 

加茂農林高等

学校 

自動販売機設置に係る賃貸借の契約

事務において、「岐阜県が行う契約か

らの暴力団排除に関する措置要綱」等

に基づき、暴力団等から不当介入を受

けた場合の警察への通報義務を特記仕

様書等に記載していなかったので、速

やかに措置するとともに、今後は適正

に処理されたい。 

当該契約について、暴力団等から不

当介入を受けた場合の警察への通報義

務に関する内容を追記し、変更契約を

締結した。 

今後は契約締結時に、契約内容に関

し複数で確認を行い適正な事務処理に

努める。 

 

公務中にタブレットを損傷させた２ 事故発生後、当該職員に対し、それ
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件の毀損事故について、修繕料74,030

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

ぞれタブレットの取扱いについて、一

層の注意を払うよう指導を行った。ま

た、これまでも全教職員に対し、タブ

レットを含むパソコン等物品の取扱い

について注意喚起を行ってきたが、今

回の事案を受け、改めて職員会議にお

いて、物品の慎重な取扱いと未然の防

止措置を取るよう周知徹底を図った。 

今後も引き続き、職員会議や朝会の

場を利用して、タブレットを含むパソ

コン等物品の適正な使用について、定

期的に注意喚起を行い毀損事故の再発

防止に努める。 

多治見工業高

等学校 

公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料

126,500円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

本事案はノートパソコンに飲料をこ

ぼし起動できなくなったものであり、

改めて職員全員にパソコン周辺に蓋の

無い飲料の入った容器等を置かないよ

う周知するとともに、職員会議にてパ

ソコンの適正管理について徹底するよ

う指導した。 

恵那南高等学

校 

行政財産の目的外使用許可に係る４

件のグラウンドの使用料の収入事務に

おいて、収入科目を（款）使用料及び

手数料とすべきところ（款）諸収入と

していたので、今後は適正に処理され

たい。 

グラウンドの使用料を有料とするケ

ースは例年ないため、管理費と混同し

て（款）諸収入で調定してしまった。 

今後、収入科目についてはその内容

に応じて適正な判断ができるよう岐阜

県会計規則及び関係通知等を熟読し、

相互牽制力を向上させるよう努める。

それでも判断に迷うことがあれば、担

当課に相談するなどして再発防止に努

める。 

益田清風高等

学校 

公務中にタブレットを損傷させた１

件の毀損事故について、修繕料37,730

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

毀損の報告後、該当職員に対し備品

の取扱いには一層の注意を払うよう指

導を行った。 

また、全職員に対し、事故後最初の

職員会議及び次年度当初の職員会議に

おいて、タブレット等の備品の持ち運

びや使用時の取扱いには十分注意を払

い、破損することのないよう指導を行

った。 

今後も備品の使用に対する注意喚起
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を定期的に行い、毀損事故の再発防止

に努める。 

斐太高等学校 斐太高ミーティングルーム内装木質

化改修工事に係る契約事務において、

「県発注の建設工事及び建設工事に係る

測量・設計等業務並びに森林整備業務

の入札及び契約の過程並びに契約の内

容等に係る情報の公表について」の通

知に基づく契約情報の公表が行われて

いなかったので、速やかに措置すると

ともに、今後は適正に処理されたい。 

令和５年９月15日予備監査時に指導

された契約情報の公表について、令和

５年９月21日に公開した。 

今後は、複数職員で公表の有無を確

認することとし、公共工事等の入札契

約結果情報（電子入札案件以外）につ

いて該当案件があった場合、速やかに

公表する。 

飛驒高山高等

学校 

プロパンガスの購入（単価契約）に

係る契約事務において、支出予定額が

500万円以上の契約であるにもかかわら

ず、契約保証金の納付の免除に係る決

裁が行われていなかったので、今後は

適正に処理されたい。 

令和５年度のプロパンガスの購入

（単価契約）に係る契約事務では、契

約保証金の納付の免除に係る決裁が行

われていることを確認した。 

今回の事案は、事務部職員が金額的

に契約保証金の納付の免除に係る決裁

が必要であることを十分に認識してい

なかったことが原因であるため、指導

事項の趣旨を認識し、会計書類の決裁

時にはその点を留意の上、職員相互で

確認し合うことを事務職員に周知し

た。 

今後の取組としては新年度に、監査

委員事務局の作成する「昨年度の機関

別監査一覧」を事務部職員に周知し、

今回の指導事項も含め特に処理の誤り

やすい事項を事務職員間で情報共有す

る。 

公務中にタブレットを損傷させた１

件の毀損事故について、修繕料36,300

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

タブレットを損傷させた旨の連絡を

受けて、該当職員に対し教頭より、慎

重に取り扱うよう口頭で指導を行っ

た。また、令和４年４月１日の職員会

議で事務部長より毀損防止の徹底を周

知した。 

今回の指導を受けて、令和５年12月

14日に開催した職員会議で、再度、事

務部長よりタブレット等の毀損防止に

向けた注意喚起を行った。 

今後の取組方針としては、新年度の
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職員会議の場で、職員に向けて再度周

知の徹底を図ることとする。 

中濃特別支援

学校 

中濃特別支援学校廊下照明ＬＥＤ化

改修工事に係る契約事務において、

「県発注の建設工事及び建設工事に係る

測量・設計等業務並びに森林整備業務

の入札及び契約の過程並びに契約の内

容等に係る情報の公表について」の通

知に基づく契約情報の公表が行われて

いなかったので、速やかに措置すると

ともに、今後は適正に処理されたい。 

契約情報の公表が行われていなかっ

た案件については、速やかに公表を行

った。 

今後は、公表の対象となる案件を実

施する場合は、担当職員間で情報共有

するとともに、契約後は担当だけでな

く、担当、係長及び事務部長の複数職

員で公表済みであることを確認するこ

とにより再発防止に努める。 

 

 


